
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

広
島
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
の
第
十
七
号
の
三
中
「
（
呉
市
に
つ
い
て
は
、
⑴
か
ら
⑻
ま
で
、
⒆
か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
事
業
場
に
係
る
事
務
、
⑼
及
び
⑽
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に

に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
⑼
及
び
⑽
に
掲
げ
る
事
務
に
伴
う
事
務
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
第
二
十
号
の
三

⑶
中
「
受
付
」
の
下
に
「
（
排
出
水
を
排
出
し
、
又
は
特
定
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
も
の
に
係
る
も

の
に
限
る
。
⑹
、
⑼
、
⑾
及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
⑺
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑽
中
「
特
定
施
設
の
」
を
削
り
、
「
受
付
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
に
係
る
も

の
で
あ
っ
て
、
排
出
水
を
排
出
し
、
又
は
特
定
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
」
を
加
え
、
同
号
⒂
中
「
第
十
三
条
の
三
」
を
「
第
十
三
条
の
四
」
に
改
め
、
同
号

中
「
立
入
検
査

」
の
下
に
「
（
特
定
事
業
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号

中
「
受
付
」
の
下
に
「
（
法

第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
五
条
、
法
第
七
条
、
法
第
十
条
又
は
法
第
十
一
条
第
三
項
の

規
定
に
相
当
す
る
鉱
山
保
安
法
又
は
電
気
事
業
法
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
届
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
」
を
加
え
、
同
号

中
「
要
請
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。

に
お
い
て
同
じ
。

）
」
を
加
え
、
同
表
の
第
二
十
二
号
の
二
⑷
中
「
第
七
十
条
第
五
項
（
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
」
を
「

第
七
十
条
第
六
項
（
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
及
び
法
第
七
十
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中

か

ら

ま
で
を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
⒇
を

と
し
、
⒆
を

と
し
、
⒅
を
⒇
と
し
、

⒄
を
⒆
と
し
、
⒃
を
⒅
と
し
、
⒂
を
⒄
と
し
、
⒁
を
⒃
と
し
、
⒀
を
⒂
と
し
、
⑿
を
⒁
と
し
、
⑾
を
⒀
と

し
、
⑽
を
⑿
と
し
、
⑼
を
⑾
と
し
、
⑻
を
⑽
と
し
、
同
号
⑺
中
「
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
り
、



同
号
⑺
を
同
号
⑼
と
し
、
同
号
⑹
を
同
号
⑻
と
し
、
同
号
⑻
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑺ 
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
を
増

加
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
指
定
の
変
更

第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
⑸
を
同
号
⑹
と
し
、
同
号
⑹
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

⑸ 

法
第
七
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
七
十
条
第
七
項
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
等
の
見
込
量
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
の
結
果
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
に
当
た
っ
て
の
条
件
の
付
加

第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
及
び
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
更
新
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百

三
十
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
介
護
療
養
型
医
療
施
設
と
み
な
さ
れ
る
施
設
に
係
る
も

の
を
含
む
。
以
下

か
ら

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 
 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
七
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
百

七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
更
新
に
係
る
関
係
市
町
へ
の

通
知
及
び
関
係
市
町
か
ら
の
意
見
の
聴
取

 
 

 
 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
の
療
養
病
床
等
の
入
所
定
員
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
指
定
の
変
更

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
開
設
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
の
受
付

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
開
設
者
等
に
対
す
る
報
告
等
の
命
令
、
出
頭
の
要
求
又
は
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お



そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
指
定
辞
退
の
受
付 

 
 

 
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
勧
告

 
 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
が
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
の
公
表

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置
の
命
令

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置
命
令
を
し
た
旨
の
公
示

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
に
係
る
通
知
の
受
付 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
に
該
当
す
る
旨
の

通
知
の
受
付 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
、
又
は
指
定
の
取
消
し
等
を
し
た
旨
の
公
示 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
（
旧
法

第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
ず
指
定
の
取
消
し
又
は
全
部
若
し
く

は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
通
知
を
県
か
ら
得
た
場
合
に
限
る
。
） 



第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中
「
⑽
か
ら
⒂
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
⑿
か
ら
⒄
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

及
び

か
ら

ま
で
」
に
、
「

に
掲
げ
る
」

を
「

に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
十
四
号
⑴
中
「
（
⑶
及
び
⑺
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
た
事

業
者
が
行
う
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
並
び
に
⑸
に
規
定
す
る
」
を
「
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
事
業
者
が

行
う
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
九
条
第
一

項
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
」
に
改
め
、
同
号
⑶
か
ら
同
号

ま
で
を
削
り
、
同
号

中
「
、
相
談
支

援
事
業
」
を
削
り
、
「

に
」
を
「
⑸
に
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号
⑶
と
し
、
同
号

中
「
、
相
談
支

援
事
業
」
を
削
り
、
同
号

を
同
号
⑷
と
し
、
同
号

を
同
号
⑸
と
し
、
同
表
の
第
二
十
四
号
の
二
⑴
中

「
及
び
⑷
」
を
削
り
、
同
表
の
第
二
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

二
十
四
の
二
の
二 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

⑴ 

法
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以

下
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
特
例
に
係
る
別
段
の
申
出
の
受
付

⑵ 

法
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
旧
介
護
保
険
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
介
護
保
険

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定

⑶ 

法
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
旧
介
護
保
険
法
第
百
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
指
定
に
係
る
関
係
市
町
へ
の
通
知
及
び
関
係
市
町
か
ら
の

意
見
の
聴
取

⑷ 

法
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
旧
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
指
定
を
し
た
旨
の
公
示

呉
市
及
び
三

次
市

 

第
二
条
の
表
の
第
二
十
九
号
の
三
を
削
り
、
同
表
の
第
三
十
一
号
の
二
中
「
、
福
山
市
」
を
削
り
、
「

（
呉
市
」
の
下
に
「
、
廿
日
市
市
」
を
加
え
、
同
表
の
第
三
十
五
号
中
「
⒀
、
⒃
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
を
「
⒂
、
⒅
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

」
に
、
「
⒇
、

、

、

、

及
び

」
を
「
⑷
及
び
⑸
」
に
、
「
、

第
二
十
四
号
の
三
⑶
並
び
に
第
二
十
九
号
の
三
⑹
」
を
「
並
び
に
第
二
十
四
号
の
三
⑶
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
⑴
中
「
受
付
」
の
下
に
「
（
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
条
及

び
第
十
一
条
第
三
項
に
つ
い
て
は
、
特
定
施
設
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
排
出
水
を
排
出
し
、
又
は
特
定

地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
⑵
中
「
短
縮
」
の
下
に
「

（
特
定
施
設
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
排
出
水
を
排
出
し
、
又
は
特
定
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
も
の



に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
の
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
二
十
五 

削
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一 

第
二
条
の
表
の
第
三
十
一
号
の
二
中
「
（
呉
市
」
の
下
に
「
、
廿
日
市
市
」
を
加
え
る
改
正
規
定 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
日

二 

第
二
条
の
表
の
第
二
十
号
の
三
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日 

 


